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　（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）
第２条　企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和31年宮崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（住居手当）
第４条の５　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対
　して支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第５条の２第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者が居住するための住宅（企業局職員
　　宿舎管理規程に基づく職員宿舎その他管理者が定める住宅を除
　　く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超える家賃を支払って
　　いるもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められる
　　ものとして管理者が定めるもの

　（単身赴任手当）
第５条の２　［略］
２　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち管理者が定めるものに使用される者であった者から引き
　続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他
　の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者
　と別居することとなった職員で、職員となった直前の住居から職
　員となった直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考
　慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるも
　ののうち、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等
　を考慮して管理者が定める職員に限る。）その他前項の規定によ
　る単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら
　れるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、
　単身赴任手当を支給する。
　（期末手当）
第11条　［略］
２　前項の期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支
　給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮
　　以上の刑に処せられたもの
　（４）　［略］
　（給与の減額）
第15条　［略］
２　職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま
　での子を養育するため１日の勤務時間の一部について勤務しない
　ことをいう。）、修学部分休業（当該職員が大学その他の管理者
　が定める教育施設における修学のため、２年を超えない期間中、

　（住居手当）
第４条の５　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対
　して支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第５条の２第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と
　　同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住
　　宅（企業局職員宿舎管理規程に基づく職員宿舎その他管理者が
　　定める住宅を除く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超える
　　家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があ
　　ると認められるものとして管理者が定めるもの
　（単身赴任手当）
第５条の２　［略］
２　新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を
　移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情に
　より、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員
　となった直前の住居から職員となった直後に勤務する公署に通勤
　することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして
　困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況
　とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職
　員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める
　職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

　（期末手当）
第11条　［略］
２　前項の期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支
　給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁
　　刑以上の刑に処せられたもの　
　（４）　［略］
　（給与の減額）
第15条　［略］
２　職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま
　での子を養育するため１日の勤務時間の一部について勤務しない
　ことをいう。）、修学部分休業（当該職員が大学その他の管理者
　が定める教育施設における修学のため、２年を超えない期間中、

　１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、高
　齢者部分休業（当該職員が55歳に達した日後の最初の４月１日以
　後の日で当該職員がその申請において示した日から当該職員に係
　る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和59年宮崎県条例
　第17号）第２条に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、
　１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、介
　護休暇（当該職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同
　様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

　１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、高
　齢者部分休業（当該職員が55歳に達した日後の最初の４月１日以
　後の日で当該職員がその申請において示した日から当該職員に係
　る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和59年宮崎県条例
　第17号）第２条に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、
　１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、介
　護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理
　者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間に
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　子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢
　により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があ
　るもの（以下「要介護者」という。）の介護をするため、勤務し
　ないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）
　又は介護部分休暇（当該職員が要介護者の介護をするため、１日
　の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められ
　る場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に
　は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤
　務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
　（特定の職員についての適用除外）
第15条の７　第４条、第４条の２、第４条の５、第６条の２及び第
　13条の規定は、地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用
　された職員には適用しない。
２　［略］

　わたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」と
　いう。）の介護をするため、勤務しないことが相当であると認め
　られる場合における休暇をいう。）又は介護部分休暇（当該職員
　が要介護者の介護をするため、１日の勤務時間の一部につき勤務
　しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。
　）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず
　、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減
　額して給与を支給する。

　（特定の職員についての適用除外）
第15条の７　第４条、第４条の２及び第13条の規定は、地方公務員
　法第22条の４第１項の規定により採用された職員には適用しない
　。
２　［略］

　（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）
第３条　単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（住居手当）
第４条の４　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対
　し支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第４条の６第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者が居住するための住宅（宮崎県職員
　　宿舎管理規則に基づく有料の宿舎その他任命権者が定める住宅
　　を除く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超える家賃を支払
　　っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めら
　　れるものとして任命権者が定めるもの

　（単身赴任手当）
第４条の６　［略］
２　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち任命権者が定めるものに使用される者（以下「職員以外
　の地方公務員等」という。）であった者から引き続き職員となり
　、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定
　めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居するこ
　ととなった職員で、職員となった直前の住居から職員となった直
　後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権
　者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、
　単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等を考慮して
　任命権者が定める職員に限る。）その他前項の規定による単身赴
　任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるもの
　として任命権者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴
　任手当を支給する。
第５条の３　［略］
２　職員以外の地方公務員等であった者から引き続き職員となって
　特地公署又は準特地公署に勤務することとなったことに伴って住
　居を移転した職員（任用の事情等を考慮して任命権者が定める職
　員に限る。）、新たに特地公署又は準特地公署に該当することと
　なった公署に勤務する職員でその特地公署又は準特地公署に該当
　することとなった日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に
　伴って住居を移転したものその他、前項の規定による手当を支給
　される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権

　（住居手当）
第４条の４　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対
　し支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第４条の６第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を
　　支給される職員で、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と
　　同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住
　　宅（宮崎県職員宿舎管理規則に基づく有料の宿舎その他任命権
　　者が定める住宅を除く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超
　　える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要
　　があると認められるものとして任命権者が定めるもの
　（単身赴任手当）
第４条の６　［略］
２　新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を
　移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情
　により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職
　員となった直前の住居から職員となった直後に勤務する公署に通
　勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照ら
　して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを
　常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給され
　る職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が
　定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する
　。

第５条の３　［略］
２　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち任命権者が定めるものに使用される者であった者から引
　き続き職員となって特地公署又は準特地公署に勤務することとな
　ったことに伴って住居を移転した職員（任用の事情等を考慮して
　任命権者が定める職員に限る。）、新たに特地公署又は準特地公
　署に該当することとなった公署に勤務する職員でその特地公署又
　は準特地公署に該当することとなった日前３年以内に当該公署に
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　者が定める職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規
　定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

　（期末手当）
第10条　［略］
２　前項の期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支
　給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮

こ

　　以上の刑に処せられたもの
　（４）　［略］
　（給与の減額）
第14条　［略］
２　職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま
　での子を養育するため１日の勤務時間の一部について勤務しない
　ことをいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者（届出をしない
　が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項にお
　いて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が定める
　者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が定める期間にわたり日
　常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しない
　ことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）の承
　認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その
　勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して
　給与を支給する。
　（特定の職員についての適用除外）
第14条の５　第４条、第４条の４、第５条の２、第５条の３及び第
　12条の規定は、地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用
　された職員には適用しない。
２　［略］

　異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他、前項の規
　定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められ
　るものとして任命権者が定める職員には、任命権者の定めるとこ
　ろにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支
　給する。
　（期末手当）
第10条　［略］
２　前項の期末手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支
　給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁
　　刑以上の刑に処せられたもの
　（４）　［略］
　（給与の減額）
第14条　［略］
２　職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま
　での子を養育するため１日の勤務時間の一部について勤務しない
　ことをいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配
　偶者の父母その他任命権者が定める者で負傷、疾病又は老齢によ
　り任命権者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある
　ものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められ
　る場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に
　は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤
　務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

　（特定の職員についての適用除外）
第14条の５　第４条及び第12条の規定は、地方公務員法第22条の４
　第１項の規定により採用された職員には適用しない。

２　［略］
　（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第４条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（給与に関する特例）
第７条　［略］
２・３　［略］
４　任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げた
　と認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、
　その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給
　することができる。
５　第２項の規定による号給の決定、第３項の規定による給料月額
　の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、
　予算の範囲内で行わなければならない。
６　［略］
　（給与条例の適用除外等）
第８条　職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以
　下「職員給与条例」という。）第３条、第３条の２、第４条から
　第５条の４まで、第５条の８、第６条の３、第６条の４、第８条
　の４及び第８条の６の規定並びに市町村立学校職員の給与等に関
　する条例（昭和32年宮崎県条例第26号。次項において「市町村立

　（給与に関する特例）
第７条　［略］
２・３　［略］

４　第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額
　の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

５　［略］
　（給与条例の適用除外等）
第８条　職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号。以
　下「職員給与条例」という。）第３条、第３条の２、第４条から
　第５条の３まで、第５条の８、第６条の３、第６条の４及び第８
　条の６の規定並びに市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭
　和32年宮崎県条例第26号。次項において「市町村立学校職員給与
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　学校職員給与条例」という。）第３条（第７項を除く。）から第
　３条の３まで及び第５条の３の規定は、特定任期付職員には、適
　用しない。
２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項及び第８条の11第１項の規定並びに市町村
　立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、
　職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職
　員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の
　適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当
　する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７
　条の２第１項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で
　指定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基
　づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付職員条
　例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、
　職員給与条例第８条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100
　分の 175」と、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項
　の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ
　るのは「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任
　期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５
　条の２第１項中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規
　則で指定する職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の
　規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般
　職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１
　号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と
　する。

　条例」という。）第３条（第７項を除く。）から第３条の３まで
　及び第５条の３の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

２　特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２
　第１項、第８条第２項、第８条の４第２項第１号及び第８条の11
　第１項の規定並びに市町村立学校職員給与条例第５条の２第１項
　の規定の適用については、職員給与条例第５条の６中「医療職給
　料表（一）の適用を受ける職員」とあるのは「医療職給料表（一）の
　適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例
　（平成15年宮崎県条例第１号。以下「任期付職員条例」という。
　）第７条第１項の給料表の適用を受ける職員で医療職給料表（一）
　の適用を受ける職員に相当する職員として人事委員会が認めるも
　の」と、職員給与条例第７条の２第１項中「第５条第１項の規定
　に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあるのは
　「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占
　める職員又は任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定
　めて採用された職員」と、職員給与条例第８条第２項中「 100分
　の 125」とあるのは「 100分の95」と、職員給与条例第８条の４
　第２項第１号中「 100分の 105」とあるのは「 100分の87.5」と
　、職員給与条例第８条の11第１項中「第５条第１項の規定に基づ
　く人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあるのは「第５
　条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職
　員及び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採
　用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第５条の２第１項
　中「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する
　職を占める職員」とあるのは「第３条の３第１項の規定に基づく
　人事委員会規則で指定する職を占める職員及び一般職の任期付職
　員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第
　１項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

　（病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）
第５条　病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成18年宮崎県条例第22号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（給与の種類）
第２条　［略］
２　手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域
　手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間
　外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職
　員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当
　及び退職手当とする。
　（扶養手当）
第７条　［略］
２　前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主と
　してその職員の扶養を受けているものをいう。
　（１）　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
　　る者を含む。以下同じ。）
　（２）～（５）　［略］
　（住居手当）
第９条　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して
　支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第11条第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を支給
　　される職員で、配偶者が居住するための住宅（管理者が定める
　　公舎又は住宅を除く。）を借り受け、月額１万 6,000円を超え

　（給与の種類）
第２条　［略］
２　手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域
　手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間
　外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職
　員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

　（扶養手当）
第７条　［略］
２　前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主と
　してその職員の扶養を受けているものをいう。

　（１）～（４）　［略］
　（住居手当）
第９条　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して
　支給する。
　（１）　［略］
　（２）　第11条第１項又は第２項の規定により単身赴任手当を支給
　　される職員で、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様
　　の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住宅（
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　　る家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要が
　　あると認められるものとして管理者が定めるもの

　（単身赴任手当）
第11条　［略］
２　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち管理者が定めるものに使用される者であった者から引き
　続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他
　の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者
　と別居することとなった職員で、職員となった直前の住居から職
　員となった直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考
　慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるも
　ののうち、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等
　を考慮して管理者が定める職員に限る。）その他前項の規定によ
　る単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら
　れるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、
　単身赴任手当を支給する。
　（管理職員特別勤務手当）
第17条　第５条の規定による管理者が指定する職を占める職員（以
　下「管理職員」という。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の
　運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末
　年始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務した
　場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
２　前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の
　臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前
　５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
　は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

　（期末手当）
第18条　［略］
２　次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわら
　ず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっ
　ては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮
　　以上の刑に処せられたもの
　（４）　管理者が定めるところにより、期末手当の支給を一時差し
　　止める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）

　　管理者が定める公舎又は住宅を除く。）を借り受け、月額１万
　　 6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと
　　の権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるも
　　の
　（単身赴任手当）
第11条　［略］
２　新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を
　移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情に
　より、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員
　となった直前の住居から職員となった直後に勤務する公署に通勤
　することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして
　困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況
　とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職
　員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める
　職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

　（管理職員特別勤務手当）
第17条　第５条の規定による管理者が指定する職を占める職員（以
　下「管理職員」という。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の
　運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末
　年始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務をし
　た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
２　前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の
　臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前５時までの間
　（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務時間以
　外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務
　手当を支給する。
　（期末手当）
第18条　［略］
２　次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわら
　ず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっ
　ては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する
　　支給日の前日までの間に離職した者（前２号に掲げる者を除く
　　。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁
　　刑以上の刑に処せられたもの
　（４）　管理者が定めるところにより、期末手当の支給を一時差し
　　止める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）

　　で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上
　　の刑に処せられたもの又は懲戒免職の処分を受けたもの
　（特定任期付職員業績手当）
第20条　特定任期付職員業績手当は、一般職の任期付職員の採用等
　に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定
　により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」と
　いう。）のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対
　して支給する。
　（特定の職員についての適用除外等）
第26条　［略］
２　第６条、第７条、第９条及び第21条の規定は、地方公務員法第
　22条の４第１項の規定により採用された職員には適用しない。

　　で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以
　　上の刑に処せられたもの又は懲戒免職の処分を受けたもの

第20条　削除

　（特定の職員についての適用除外等）
第26条　［略］
２　第６条、第７条及び第21条の規定は、地方公務員法第22条の４
　第１項の規定により採用された職員には適用しない。
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３　［略］
４　第４条から第７条まで、第９条、第13条から第15条まで及び第
　19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
５　［略］

３　［略］
４　第４条から第７条まで、第９条及び第13条から第15条までの規
　定は、特定任期付職員には適用しない。
５　［略］

　（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第６条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成15年宮崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　　附　則
９　改正前の職員給与条例第５条の７第２項に規定する職員以外の
　地方公務員等であった者（人事委員会規則で定める者を除く。）
　で一部施行日以後に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、
　職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関す
　る条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第76号）第１
　条の規定による改正後の職員給与条例第５条の５第２項第１号の
　１級地に係る地域及び公署以外の地域又は公署に勤務することと
　なったものについては、当分の間、改正前の職員給与条例第５条
　の７第２項の規定は、なおその効力を有する。この場合において
　、同項中「第５条の５第２項各号に掲げる割合のうち最高のもの
　」とあるのは「職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員
　の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条
　例第76号）第１条の規定による改正後の第５条の５第２項第１号
　の１級地」と、「前項の規定による調整手当を支給される職員と
　の権衡上必要」とあるのは「必要」と、「人事委員会規則の定め
　るところにより、同項の規定に準じて、調整手当」とあるのは「
　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成
　17年法律第 113号。以下この項において「改正法」という。）第
　２条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭
　和25年法律第95号）第11条の７第３項の規定により同条第１項（
　改正法附則第14条第２項の規定により読み替えて適用する場合を
　含む。）の規定に準じて地域手当を支給される者の例により、地
　域手当」とする。

　　　附　則
９　職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫
　その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
　人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者等であった
　者（人事委員会規則で定める者を除く。）で一部施行日以後に引
　き続き給料表の適用を受ける職員となり、職員の給与に関する条
　例等の一部を改正する条例（令和７年宮崎県条例第９号）第１条
　の規定による改正後の職員給与条例第５条の５第２項第１号の１
　級地に係る地域及び公署以外の地域又は公署に勤務することとな
　ったものについては、当分の間、改正前の職員給与条例第５条の
　７第２項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、
　同項中「第５条の５第２項各号に掲げる割合のうち最高のもの」
　とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（
　令和７年宮崎県条例第９号）第１条の規定による改正後の第５条
　の５第２項第１号の１級地」と、「前項の規定による調整手当を
　支給される職員との権衡上必要」とあるのは「必要」と、「人事
　委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、調整手
　当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
　正する法律（令和６年法律第72号。以下この項において「改正法
　」という。）第２条の規定による改正後の一般職の職員の給与に
　関する法律（昭和25年法律第95号）第11条の７第３項の規定によ
　り同条第１項（改正法附則第８条の規定により読み替えて適用す
　る場合を含む。）の規定に準じて地域手当を支給される者の例に
　より、地域手当」とする。

　（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正）
第７条　企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例（平成16年宮崎県条例第18号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　　附　則
３　改正前の条例第４条の４第２項に規定する職員以外の地方公務
　員等であった者（管理者が定める者を除く。）で施行日以後に同
　項に規定する場合に該当することとなった職員その他管理者が定
　める者については、当分の間、同項の規定は、なおその効力を有
　する。この場合において、同項中「前項の規定による調整手当を
　支給される職員との権衡上必要」とあるのは「必要」と、「管理
　者の定めるところにより、同項の規定に準じて、調整手当」とあ
　るのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法
　律（平成17年法律第 113号。以下この項において「改正法」とい
　う。）第２条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する
　法律（昭和25年法律第95号）第11条の７第３項の規定により同条
　第１項（改正法附則第14条第２項の規定により読み替えて適用す
　る場合を含む。）の規定に準じて地域手当を支給される者の例に
　より、地域手当」とする。

　　　附　則
３　職員以外の地方公務員等であった者（管理者が定める者を除く
　。）で施行日以後に改正前の条例第４条の４第２項に規定する場
　合に該当することとなった職員その他管理者が定める者について
　は、当分の間、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合
　において、同項中「前項の規定による調整手当を支給される職員
　との権衡上必要」とあるのは「必要」と、「管理者の定めるとこ
　ろにより、同項の規定に準じて、調整手当」とあるのは「一般職
　の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法
　律第72号。以下この項において「改正法」という。）第２条の規
　定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法
　律第95号）第11条の７第３項の規定により同条第１項（改正法附
　則第８条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定
　に準じて地域手当を支給される者の例により、地域手当」とする
　。

　（職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第８条　職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正前 改正後
　　　附　則
　（経過措置）
第２条　暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令
　和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの
　規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場
　合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若し
　くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により
　読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項
　までの規定により採用された職員をいう。）に対する第２条の規
　定による改正後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」
　という。）第２条第１項の規定の適用については、同項中「（以
　下「職員」という。）」とあるのは、「（地方公務員法の一部を
　改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは
　第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み
　替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、
　第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第
　３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条
　第１項から第４項までの規定により採用された職員を除く。以下
　「職員」という。）」とする。

　　　附　則
　（経過措置）
第２条　暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令
　和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの
　規定を同法附則第９条第２項の規定により読み替えて適用する場
　合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若し
　くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により
　読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項
　までの規定により採用された職員をいう。）に対する第２条の規
　定による改正後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」
　という。）第２条第１項の規定の適用については、同項中「（以
　下「職員」という。）」とあるのは、「（地方公務員法の一部を
　改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは
　第２項（これらの規定を同法附則第９条第２項の規定により読み
　替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、
　第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第
　２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条
　第１項から第４項までの規定により採用された職員を除く。以下
　「職員」という。）」とする。

　（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第９条　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第41号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　　附　則
10　新条例第３条の２、第５条の２から第５条の４まで、第５条の
　６、第５条の８、第６条の２及び第６条の２の２の規定は、暫定
　再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

　　　附　則
10　新条例第３条の２、第５条の２及び第５条の３の規定は、暫定
　再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１条中職員の給与に関する条例（以下「職員給与条例」という。）第８条の
　２及び第８条の３、第２条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第２項、第３条中単純な労務に雇用される職員の給与の
　種類及び基準に関する条例第10条第２項並びに第５条中病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例（以下「病院事業職員給与条例
　」という。）第18条第２項の改正規定は、令和７年６月１日から施行する。
　（号給の切替え）
２　令和７年４月１日（以下「施行日」という。）の前日において職員給与条例別表第１から別表第５までの給料表の適用を受けていた職
　員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給（以下
　「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とする。
　（施行日前の異動者の号給の調整）
３　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において
　職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な
　調整を行うことができる。
　（令和８年３月31日までの間における扶養手当に関する経過措置）
４　令和８年３月31日までの間における第１条の規定による改正後の職員給与条例（以下「改正後の職員給与条例」という。）第５条の３
　の規定の適用については、同条第１項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶養親族に係る
　扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその
　職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第２項中「（５）　重度心身障害者」とあるのは
　
、
「（５）　重度心身障害者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と同条第３項中「１万 3,000円」とあるのは「１
　　　（６）　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」
　万 1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については 3,000円とする」とする。
５　令和８年３月31日までの間における第５条の規定による改正後の病院事業職員給与条例第７条の規定の適用については、同条第２項中
　
「（５）

　
重度心身障害者」とあるのは、

「（５）　重度心身障害者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６）　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」
　（令和10年３月31日までの間における地域手当に関する経過措置）
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６　令和10年３月31日までの間は、第１条の規定による改正前の職員給与条例第５条の５の規定はなおその効力を有する。この場合におい
　て、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする
　。
第５条の５第２項第３号  100分の15  100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合
第５条の５第２項第４号  100分の12  100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合
第５条の５第２項第５号  100分の10  100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合
第５条の５第２項第６号  100分の６  100分の６を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合
第５条の５第２項第７号  100分の３  100分の３を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

　（単身赴任手当に関する経過措置）
７　改正後の職員給与条例第５条の10第３項、第２条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第５条の２第２項
　、第３条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第４条の６第２項及び第５条の規定によ
　る改正後の病院事業職員給与条例第11条第２項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となったものにも適用する。
　（再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置）
８　施行日以後に新たに職員の定年等に関する条例（昭和59年宮崎県条例第17号）第12条に規定する職員及び職員の定年に関する条例等の
　一部を改正する条例（令和４年宮崎県条例第42号）附則第４条に規定する職員（以下「再任用職員」という。）に対して適用されること
　となる職員給与条例第６条の２の２の規定は、施行日以後に同条第１項に規定する異動をした再任用職員又は施行日以後に同項に規定す
　る公署の移転があった再任用職員について適用する。
　（刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に関する経過措置）
９　刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（
　令和４年法律第68号）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の職員給与
　条例第８条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定め
　られている罪につき起訴をされた者とみなす。
　（人事委員会規則への委任）
10　前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則、企業局企業管理規程及び病院局企業管理規程で定
　める。
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